
遊ゴシックR_あ半カッコが下落ちしな ()（）い
遊明朝R_あ半カッコが下落ちしな ()（）い
源ノ角ゴシック JP Light_ あああああああああああ
Noto Sans JP  Light_ あああああああああああ
小塚ゴシック Pr6N_ あああああああああああ
ヒラギノ角ゴ Std_ あああああああああああ
ヒラギノ明朝 Std_ あああああああああああ

A-OTF ゴシックMB101 Pr6_ あああああああああああ
A-OTF UD新ゴ Pr6_ あああああああああああ
A-OTF UD新丸ゴ Pr6_ あああああああああああ
A-OTF UD新丸ゴ Pr6_ あああああああああああ
A-OTF フォーク Pro_ あああああああああああ
A-OTF 丸フォーク Pro_ あああああああああああ

A P-OTF 丸アンチック+ ProN_ あああああああああああ

A P-OTF カモライム+ ProN_ あああああああああああ

A P-OTF カモレモン+ ProN_ あああああああああああ

A P-OTF ハッピーN+ ProN_ あああああああああああ
A P-OTF ココン Min2 B_ あああああああああああ

A P-OTF プフ ピクニック Min2 H_ あああああああああああ

A P-OTF プフ マーチ Min2 DB_ あああああああああああ

ＤＦＰ綜藝体 _あああああああああああ

RoG2サンセリフStdN_ あああああああああああ

■問　企画課＊２２１６

　総合振興計画の計画期間が令和６年度末で終了することに伴い、町民アンケートや町民ワークショップ、
中学生・高校生ワークショップなどを通じて貴重なご意見を伺いながら、新たな総合振興計画を策定し
ました。
　これまで進めてきたまちづくりを継承しながら、新たな将来像である「これからも安心して住み続け
られる　ぬくもりのあるまちづくり」の実現に向けて、町民の皆さまとともに、将来を見据えた持続可
能なまちづくりを推進していきます。
　総合振興計画は、基本構想・基本計画・実施計画から構成されています。

■問　社会福祉課＊２１６３（令和７年度～11年度）
伊奈町●地域福祉計画を策定第３期

（令和７年度～11年度）
伊奈町●地域福祉計画を策定第３期

（令和７年度～16年度）（令和７年度～16年度）
伊奈町総合振興計画を策定伊奈町総合振興計画を策定

（令和７年度～16年度）

♥大内康之氏から、総合センター（コミュニティセンター、
老人福祉センター、児童館）へ携帯トイレ、ランニング
マシーン、卓球台のご寄附がありました。大切に使わせ
ていただきます。

♥杜のカフェヴィエントから２千円を町政の進展に役立て
てほしいとご寄附がありました。有効に活用させていた
だきます。

伊奈町まちづくり基本条例が
施行されました

■問　企画課＊２２１６

　第２期地域福祉計画の計画期間が令和６年度末
で終了することに伴い、計画の見直しを図り、新
たに第３期地域福祉計画を策定しました。
　第３期計画では、町の地域福祉をより一層進展
させるため、「成年後見制度利用促進基本計画」
と「再犯防止推進計画」を新たに加えました。第
２期に引き続き「すべての住民がつながり、支え
合う、安心して暮らせる伊奈町」を基本理念に、
まちづくりを進めていきます。

〈地域福祉の役割イメージ〉

自助
一人ひとりの
役割

共助
地域の役割

公助
行政の役割

　それぞれの役割を果たしながら、互いに
協力・連携し、重層的に支え合っていくこ
とで、誰もが安心して暮らせる地域の実現
を目指していきます。

　まちづくりの基本的な事項を定め、
町民・町役場・町議会の三者の協働を
推進し、町民参加型のまちづくりを実
現するため、４月１日から施行されま
した。
　より良い伊奈町の実現に向けて、ま
ちづくりに参加しましょう。
　詳しくは、町ホームページ
をご覧ください。

基本構想基本構想

基本計画（前期・後期）基本計画（前期・後期）

実施計画実施計画

まちの将来像とまちづくりの基本的な方向性を示したものです。
計画期間▶10年間（令和７年度～16年度）　　　　　

基本構想に基づき、まちの将来像を実現するための取組を具体的に定めたものです。
計画期間▶５年間（前期：令和７年度～11年度、後期：令和12年度～16年度）

基本計画に掲げられた分野の取組について、具体的な事業内容を定めたものです。
計画期間▶３年間（毎年度、見直し）

ありがとうございました

町長コラム
令和７年度施政方針（要約）

　町政を取り巻く環境は、少子高齢化の進行、働き方や価値観の多様化、急速なデジ
タル技術の発展など、変化が激しい時代への対応に加えて、気候変動による猛暑や集
中豪雨などの異常気象への対応、激甚化し頻発する自然災害への対策、老朽化するイ
ンフラ更新への急速な取組、さらには、長引く物価高騰による町民生活への影響と
いった課題が次々と現れ、大変厳しい局面を迎えております。
　このような中、令和７年度の町政運営につきましては、直面する課題に対し、あら
ゆる可能性を見据え、変化し続ける社会情勢にスピードを持って対応し、伊奈町の着
実な前進のために、邁進してまいります。
　令和７年度に実施する主な施策について、新たにスタートいたします伊奈町総合振
興計画前期基本計画の５つの基本目標に沿って、ご説明します。

成する制度を創設いたします。家族や地域社会とのよ
り良いコミュニケーションを確保し、認知症予防の一
助とするとともに、購入者の経済的負担の軽減を図り
ます。
　さらに、がん患者に対し、ウイッグや乳房補正具な
どの購入にかかる費用の一部を助成する制度を創設
し、がん患者のアピアランスケアとして、療養生活の
向上、社会生活の支援および経済的負担の軽減を図っ
てまいります。

基本目標４ 安心・安全・快適なまちづくり

　地域防災の担い手となる人材を育成するため、防災
士の資格取得を支援する補助制度を創設し、地域防災
力の充実・強化に努めてまいります。
　また、ニューシャトル志久駅のバリアフリー化の取
組につきましては、令和７年度においてはエレベー
ターの設置工事と、それに伴う道路付替え工事を実施
し、令和８年度からのエレベーター供用開始を目指し
て、事業を着実に推進してまいります。

　　　　　 町民と共に発展するまちづくり

　かねてより条例の制定に向けて取組を進めてきた
「伊奈町まちづくり基本条例」につきまして、条例の
趣旨に則り、町民主体の開かれたまちづくりを実現す
るため、町民参加による協働のまちづくりを推進する
取組を展開してまいります。
 役場新庁舎の整備につきましては、令和７年度は実
施設計を予定しており、年度の後半には、いよいよ新
庁舎の本体工事に着手いたします。令和９年度中の新
庁舎の供用開始を目指し、皆さまにとって望まれる庁
舎となるよう、引き続き取り組んでまいります。

　こどもから高齢者まですべての町民の皆さまが、ぬ
くもりを感じることができ、これからも安心して住み
続けたいと思える「いなまち」を目指して、取り組ん
でまいる所存でございます。
　引き続き、皆さまのご支援、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

　　　　　 活気とにぎわいのあるまちづくり

　伊奈備前守忠次やバラなど、町の地域資源を生かし
た観光振興に引き続き取り組むほか、町内の小規模事
業者の経営の安定化を図るため、小規模事業者経営改
善資金融資を利用した事業者に対し、融資金額に係る
利子額分を補助する事業を新たに実施いたします。
　また、快適で暮らしやすい生活環境の維持のため、
栄地区における雨水の排水対策に関しまして、対策工
事の検討を進め、事業を着実に進めてまいります。

　　　　　 子育て・学びが充実したまちづくり

 放課後児童クラブの運営につきまして、令和７年度
から指定管理者制度を導入いたします。これまで町直
営で培ってきた蓄積に加え、民間事業者の有する専門
性と運営のノウハウなどを活用し、保護者や利用する
こどもたちがこれまで以上に安心して過ごせる居場所
となる放課後児童クラブを実現してまいります。
 さらに、町の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代
包括支援センターを統合し、すべての妊産婦の方、こ
育て世帯やこどもへ一体的に相談支援を行う「こども
家庭センター」を新たに設置いたします。児童福祉・
母子保健の両機能の連携・協働を深め、子育てやこど
もに関する相談に切れ目なく、漏れなく対応できる体
制を整備し、子育て支援の充実に取り組んでまいります。
 また、小中学校における英語教育のさらなる充実の
ため、タブレット端末などを活用し、児童・生徒がオ
ンラインによりＡＬＴとの対話ができる学習環境を整
備し、町立３中学校の全学級において、年１回のオン
ラインブレンディット授業を実施してまいります。
 さらに、南中学校の武道場に空調設備を新設し、こ
どもたちの良好な教育環境を確保するとともに、災害
避難者の受け入れ先としても有効活用できるよう、機
能充実を図ってまいります。

　　　　　 健康でいきいきと暮らせるまちづくり

　ヤングケアラーに関するさらなる理解を深めるた
め、新たな取組として、町立小中学校の児童・生徒を
対象として、学校内での出前授業を開催し、ケアラー
への支援体制を強化してまいります。
　また、聴力機能の低下により日常生活に支障をきた
している高齢者に対し、補聴器の購入費用の一部を助

基本目標１

基本目標２

基本目標３

施政方針全文は、町ホームページに掲載
しています。

基本目標４

基本目標５
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遊ゴシックR_あ半カッコが下落ちしな ()（）い
遊明朝R_あ半カッコが下落ちしな ()（）い
源ノ角ゴシック JP Light_ あああああああああああ
Noto Sans JP  Light_ あああああああああああ
小塚ゴシック Pr6N_ あああああああああああ
ヒラギノ角ゴ Std_ あああああああああああ
ヒラギノ明朝 Std_ あああああああああああ

A-OTF ゴシックMB101 Pr6_ あああああああああああ
A-OTF UD新ゴ Pr6_ あああああああああああ
A-OTF UD新丸ゴ Pr6_ あああああああああああ
A-OTF UD新丸ゴ Pr6_ あああああああああああ
A-OTF フォーク Pro_ あああああああああああ
A-OTF 丸フォーク Pro_ あああああああああああ

A P-OTF 丸アンチック+ ProN_ あああああああああああ

A P-OTF カモライム+ ProN_ あああああああああああ

A P-OTF カモレモン+ ProN_ あああああああああああ

A P-OTF ハッピーN+ ProN_ あああああああああああ
A P-OTF ココン Min2 B_ あああああああああああ

A P-OTF プフ ピクニック Min2 H_ あああああああああああ

A P-OTF プフ マーチ Min2 DB_ あああああああああああ

ＤＦＰ綜藝体 _あああああああああああ

RoG2サンセリフStdN_ あああああああああああ

■問　企画課＊２２１６

　総合振興計画の計画期間が令和６年度末で終了することに伴い、町民アンケートや町民ワークショップ、
中学生・高校生ワークショップなどを通じて貴重なご意見を伺いながら、新たな総合振興計画を策定し
ました。
　これまで進めてきたまちづくりを継承しながら、新たな将来像である「これからも安心して住み続け
られる　ぬくもりのあるまちづくり」の実現に向けて、町民の皆さまとともに、将来を見据えた持続可
能なまちづくりを推進していきます。
　総合振興計画は、基本構想・基本計画・実施計画から構成されています。

■問　社会福祉課＊２１６３（令和７年度～11年度）
伊奈町●地域福祉計画を策定第３期

（令和７年度～11年度）
伊奈町●地域福祉計画を策定第３期

（令和７年度～16年度）（令和７年度～16年度）
伊奈町総合振興計画を策定伊奈町総合振興計画を策定

（令和７年度～16年度）

♥大内康之氏から、総合センター（コミュニティセンター、
老人福祉センター、児童館）へ携帯トイレ、ランニング
マシーン、卓球台のご寄附がありました。大切に使わせ
ていただきます。

♥杜のカフェヴィエントから２千円を町政の進展に役立て
てほしいとご寄附がありました。有効に活用させていた
だきます。

伊奈町まちづくり基本条例が
施行されました

■問　企画課＊２２１６

　第２期地域福祉計画の計画期間が令和６年度末
で終了することに伴い、計画の見直しを図り、新
たに第３期地域福祉計画を策定しました。
　第３期計画では、町の地域福祉をより一層進展
させるため、「成年後見制度利用促進基本計画」
と「再犯防止推進計画」を新たに加えました。第
２期に引き続き「すべての住民がつながり、支え
合う、安心して暮らせる伊奈町」を基本理念に、
まちづくりを進めていきます。

〈地域福祉の役割イメージ〉

自助
一人ひとりの
役割

共助
地域の役割

公助
行政の役割

　それぞれの役割を果たしながら、互いに
協力・連携し、重層的に支え合っていくこ
とで、誰もが安心して暮らせる地域の実現
を目指していきます。

　まちづくりの基本的な事項を定め、
町民・町役場・町議会の三者の協働を
推進し、町民参加型のまちづくりを実
現するため、４月１日から施行されま
した。
　より良い伊奈町の実現に向けて、ま
ちづくりに参加しましょう。
　詳しくは、町ホームページ
をご覧ください。

基本構想基本構想

基本計画（前期・後期）基本計画（前期・後期）

実施計画実施計画

まちの将来像とまちづくりの基本的な方向性を示したものです。
計画期間▶10年間（令和７年度～16年度）　　　　　

基本構想に基づき、まちの将来像を実現するための取組を具体的に定めたものです。
計画期間▶５年間（前期：令和７年度～11年度、後期：令和12年度～16年度）

基本計画に掲げられた分野の取組について、具体的な事業内容を定めたものです。
計画期間▶３年間（毎年度、見直し）

ありがとうございました

町長コラム
令和７年度施政方針（要約）

　町政を取り巻く環境は、少子高齢化の進行、働き方や価値観の多様化、急速なデジ
タル技術の発展など、変化が激しい時代への対応に加えて、気候変動による猛暑や集
中豪雨などの異常気象への対応、激甚化し頻発する自然災害への対策、老朽化するイ
ンフラ更新への急速な取組、さらには、長引く物価高騰による町民生活への影響と
いった課題が次々と現れ、大変厳しい局面を迎えております。
　このような中、令和７年度の町政運営につきましては、直面する課題に対し、あら
ゆる可能性を見据え、変化し続ける社会情勢にスピードを持って対応し、伊奈町の着
実な前進のために、邁進してまいります。
　令和７年度に実施する主な施策について、新たにスタートいたします伊奈町総合振
興計画前期基本計画の５つの基本目標に沿って、ご説明します。

成する制度を創設いたします。家族や地域社会とのよ
り良いコミュニケーションを確保し、認知症予防の一
助とするとともに、購入者の経済的負担の軽減を図り
ます。
　さらに、がん患者に対し、ウイッグや乳房補正具な
どの購入にかかる費用の一部を助成する制度を創設
し、がん患者のアピアランスケアとして、療養生活の
向上、社会生活の支援および経済的負担の軽減を図っ
てまいります。

基本目標４ 安心・安全・快適なまちづくり

　地域防災の担い手となる人材を育成するため、防災
士の資格取得を支援する補助制度を創設し、地域防災
力の充実・強化に努めてまいります。
　また、ニューシャトル志久駅のバリアフリー化の取
組につきましては、令和７年度においてはエレベー
ターの設置工事と、それに伴う道路付替え工事を実施
し、令和８年度からのエレベーター供用開始を目指し
て、事業を着実に推進してまいります。

　　　　　 町民と共に発展するまちづくり

　かねてより条例の制定に向けて取組を進めてきた
「伊奈町まちづくり基本条例」につきまして、条例の
趣旨に則り、町民主体の開かれたまちづくりを実現す
るため、町民参加による協働のまちづくりを推進する
取組を展開してまいります。
 役場新庁舎の整備につきましては、令和７年度は実
施設計を予定しており、年度の後半には、いよいよ新
庁舎の本体工事に着手いたします。令和９年度中の新
庁舎の供用開始を目指し、皆さまにとって望まれる庁
舎となるよう、引き続き取り組んでまいります。

　こどもから高齢者まですべての町民の皆さまが、ぬ
くもりを感じることができ、これからも安心して住み
続けたいと思える「いなまち」を目指して、取り組ん
でまいる所存でございます。
　引き続き、皆さまのご支援、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

　　　　　 活気とにぎわいのあるまちづくり

　伊奈備前守忠次やバラなど、町の地域資源を生かし
た観光振興に引き続き取り組むほか、町内の小規模事
業者の経営の安定化を図るため、小規模事業者経営改
善資金融資を利用した事業者に対し、融資金額に係る
利子額分を補助する事業を新たに実施いたします。
　また、快適で暮らしやすい生活環境の維持のため、
栄地区における雨水の排水対策に関しまして、対策工
事の検討を進め、事業を着実に進めてまいります。

　　　　　 子育て・学びが充実したまちづくり

 放課後児童クラブの運営につきまして、令和７年度
から指定管理者制度を導入いたします。これまで町直
営で培ってきた蓄積に加え、民間事業者の有する専門
性と運営のノウハウなどを活用し、保護者や利用する
こどもたちがこれまで以上に安心して過ごせる居場所
となる放課後児童クラブを実現してまいります。
 さらに、町の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代
包括支援センターを統合し、すべての妊産婦の方、こ
育て世帯やこどもへ一体的に相談支援を行う「こども
家庭センター」を新たに設置いたします。児童福祉・
母子保健の両機能の連携・協働を深め、子育てやこど
もに関する相談に切れ目なく、漏れなく対応できる体
制を整備し、子育て支援の充実に取り組んでまいります。
 また、小中学校における英語教育のさらなる充実の
ため、タブレット端末などを活用し、児童・生徒がオ
ンラインによりＡＬＴとの対話ができる学習環境を整
備し、町立３中学校の全学級において、年１回のオン
ラインブレンディット授業を実施してまいります。
 さらに、南中学校の武道場に空調設備を新設し、こ
どもたちの良好な教育環境を確保するとともに、災害
避難者の受け入れ先としても有効活用できるよう、機
能充実を図ってまいります。

　　　　　 健康でいきいきと暮らせるまちづくり

　ヤングケアラーに関するさらなる理解を深めるた
め、新たな取組として、町立小中学校の児童・生徒を
対象として、学校内での出前授業を開催し、ケアラー
への支援体制を強化してまいります。
　また、聴力機能の低下により日常生活に支障をきた
している高齢者に対し、補聴器の購入費用の一部を助
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